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（６）公共施設整備改善の方針 

（イ）都市計画との関連 

事  項 年 月 日 告示番号 備考 

区域区分 市街化区域 令和６年３月２９日 
県告示 

第 222 号 
 

地

域

地

区 

用

途

地

域 

第一種低層住居専用地域 令和６年３月２９日 

  

市告示 

第 54 号 
 

都市施設 中新田近隣公園 令和６年３月２９日 
市告示 

第 60 号 
 

市街地 

開発事業 

海老名都市計画事業 

中新田丸田地区土地区画整理事業 

   ３ ２９ 

令和６年 月  日 

市告示 

58 

第  号 

 

地区計画 海老名市役所周辺地区地区計画 令和６年３月２９日 
市告示 

第 56 号 
 

 

（ロ）公共施設 

①道路 

区画道路は、幅員 6.0ｍ～13.0ｍとし、幅員 13.0ｍ道路は両側に歩道を設け、安全性 

                             

に配慮した整備を行う。また、市道 12 号線、市道 398 号線、市道 2537 号線については、 

                 

地区内側に拡幅し、歩道を設ける。 

歩行者専用道路は、幅員 3.0ｍとし、歩行者動線を考慮し、安全性に配慮した整備を

行う。 

なお、路面は全てアスファルト舗装で整備する。 

 

②排水施設 

           

公共下水道計画との調整を図り、道路側溝、管渠の整備を行うほか、貫抜二号幹線は 

        

暗渠で整備する。 

 

③雨水流出抑制施設 

本地区の雨水流出抑制施設は、公園下に地下式調整池として 1箇所設置する。 

 

④公園・緑地 

公園は、周辺地域の広場・防災機能の整備改善を図るため、近隣公園（約１ha）を１

箇所配置し、雨水流出抑制施設、整地、外柵、遊具等の整備を行う。なお、植物の生育

の確保上必要な樹木の保存および表土の保全、その他の必要な措置を講じるものとする。 

  

上段 変更前 

下段 変更後 




























